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１ 計量モニターの概要 
 

（１）目的 

     計量モニター事業は、消費者の方が日常生活の中で購入している食料品を一定期間計 

量し、表記量の過不足等を調査することで計量への関心を高めていただくとともに、販 

売時における適正な計量の推進を図ることを目的に実施するものです。 

 

（２）実施機関 

    栃木県が５つの市町の協力を得て実施しました。 

 

（３）実施期間 

   令和７(2025)年10月１日から10月31日までの１か月間 

 

（４）計量モニターの委嘱 

   消費者の中から実施市町長の推薦によりモニターを委嘱しました。 

 

（５）計量モニターの内訳 

   

  

市 町 名 モニター人員（名）          

      鹿  沼  市 
 

  光    市 

              ４ 

矢  板  市              ３ 

市  貝  町              ４ 

壬  生  町             ９ 

高 根 沢 町           １０ 

合     計             ３０ 

 

（６）調査方法 

    実施期間中にモニターの方が購入した食料品の内容量をはかりで計量し、その結果を 

「計量日誌」に記録していただきました。なお、調査の実施に先立ち、モニタリング方 

法に関する説明会を次のとおり行いました。 

 

    説明会の開催状況 

  

  

  

開催期日 市 町 名 開 催 場 所  

９月11日 市 貝 町 市貝町役場 １階 研修室 

９月17日 高根沢町 高根沢町役場  第１・第２会議室 

９月18日 鹿 沼 市 鹿沼市民情報センター  １階  研修室 

９月19日 矢 板 市 矢板市役所 本庁舎 ２階 本館会議室 

９月24日 壬 生 町 壬生町役場 本庁舎 １階 101会議室 

 

（７）使用計量器 

    モニターの皆様には、デジタル表示の電気抵抗線式はかりを使用していただきました。 

     〔Ｙａｍａｔｏ ＵＤＳ－１０１：ひょう量２㎏、目量 １g〕 
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（８）調査対象商品 

    調査対象商品は、生活に密着した魚介類や食肉類等の食料品を対象としました。 

なお、主な商品は１１ページの調査対象商品一覧表のとおりです。 

    また、購入時の商品の包装形態等により次の三つに区分して調査しました。 

 

ア 密封商品（内容量表記商品） 

    容器や包装を破棄しなければ内容量を増減することができないようにした商品 

イ 面前計量商品 

    必要量を注文し面前で計量された商品 

ウ パック商品 

   プラスチック等の載せ皿（トレー）に商品を入れて、ラップ等で包装した商品 

  

（９）量目公差 

    計量法では、適正な計量により消費者の利益を保護するため、指定した特定商品に 

ついて、表記量に対する内容量不足の許容誤差を定めています。 

これを量目公差といい、食料品はその分類に応じて２種類あり、次のとおり定めら 

れています。 

 

量目公差表①（食肉、乳製品等）     量目公差表②（魚、野菜、調理食品等） 

 

 

 

 

   

 

（10）集計の方法 

モニター調査の結果は、量目過不足率又は量目過不足量を算定した上、「過量」、 

「正量」、「不足」に区分して集計を行いました。 

 

 ア 量目公差の算定式 

                 

      量目過不足率（％）＝            × １００   

      

      量目過不足量（ｇ）＝ （内容量）－（表記量） 

 

 イ 過量、正量、不足の定義 

      過量＝５０ｇ以下は５ｇを超えるもの 

         ５０ｇを超え３００ｇ以下は、量目過不足率が＋１０％を超えるもの 

         ３００ｇを超え１０００ｇ以下は、３０ｇを超えるもの 

         １０００ｇを超えるときは、量目過不足率が＋３％を超えるもの 

      正量＝過量、不足のいずれにも該当しないもの 

      不足＝量目過不足率（量）が量目公差の範囲を超えているもの 

 

 ウ 包装形態 

   購入時の包装形態等から、主に食品会社で製造されている密封商品と、スーパーや 

商店等で製造されている面前計量商品・パック商品の二つに区分して集計しました。 

表  記  量 誤  差 

５ｇ以上   ５０ｇ以下   －６%  

５０ｇを超え１００ｇ以下 －３g  

１００ｇを超え５００ｇ以下 －３%   

５００ｇを超え１．５kg以下 －１５g    

１．５kgを超え １０kg以下 －１%   

表  記  量 誤  差 

５ｇ以上  ５０ｇ以下  －４%  

５０ｇを超え１００ｇ以下  －２g  

１００ｇを超え５００ｇ以下  －２%  

５００ｇを超え  １kg以下  －１０g  

１kgを超え ２５kg以下  －１%  

（表記量） 

（内容量）－（表記量）

りょう量） 


